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横浜美術大学（以下、「本学」という。）において公的研究等に携わる全ての者は、研究

が社会に及ぼす大きな影響と重い責任を自覚し、自らの研究の立案・計画・申請・執行・

報告などの過程において自らの高い倫理性を発揮し、負託された研究費の適正な使用をは

じめ誠実に行動する責任を有する。 ここに、本学における全ての研究経費を管理する上で、
基準となるべき「行動規範」を定めることにより、研究に携わる全ての者が、一人ひとり

これを実践するものとする。 
 
１．基本的な考え方  

全ての公的研究費は学術の発展に活かすべく使用されるものである。研究者は、公的

研究費の目的とルールに従って、公正かつ適正に管理する責務を負う。 公的研究費の不
適正な使用や目的外使用は、国民の信頼を裏切り、大学の社会的信用を失墜させる結果

となることを、研究者は自覚しなければならない。 
  
２．目的外使用  

公的研究費を負託された研究以外に使用するいわゆる目的外使用は、私的流用ととも

に「不正行為」に当たる。また、勤務実態のないアルバイト費の請求、出張旅費の架空

請求、物品購入における架空発注等の方法により資金をプールし、その資金をたとえ当

該研究に使用したとしても、目的外使用に該当する不正行為であることを自覚しなけれ

ばならない。  
 
３．利益相反 
	 	 研究者は、自らの研究活動において、個人と組織、あるいは異なる組織間の利益の衝

突に十分注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応しなければならない。 
 
４．公的研究費管理の基本ルール  
① 公的研究費はすべて大学による経理としなければならない。 
② 公的研究費の使用に当たっては、各公的研究費ごとに定められた助成の条件、使用ル
ール及び本学規則等を遵守しなければならない。  

③研究者は、公的研究費に係る学内説明会、研修会等に積極的に参加し、使用ルール等

の理解に努めなければならない。 
④事務職員等は、関係法令等の知識を習得し、公的研究費の適正な執行を確保しなけれ

ばならない。 


